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議案第２７号 

港区特別区税条例の一部を改正する条例について 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、港区特別区税条例（昭和

３９年港区条例第５５号）の一部を改正し、規定を整備します。 

 

１ 改正内容 

（１）区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直し 

扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しを踏まえ、個人住民税均等割

及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢３０歳以上

７０歳未満の非居住者（国外居住者）であって次のいずれにも該当しない者を除

外します。 

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

② 障害者 

③ その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を

３８万円以上受けている者 

 

（２）個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特例措置の延長 

所得税の住宅ローン控除の特例（消費税の１０％への引き上げに伴う反動減対

策の上乗せ措置として控除期間を１３年間とする特例）を、新型コロナウイルス

感染症対策として１年間延長する特例措置について、要件等が緩和されたうえで

さらに１年間延長されました。 

これに伴い、所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税から控除する措

置についても、同様に１年間延長します。 
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改正案

経済対策として特例措置

の期間を延長

コロナ特例

コロナの影響によりＲ２

年中に入居ができなかっ

た人に対する適用の弾力

化

消費税率10%への引き上

げ時に、消費落ち込み対

策として上乗せした措置

消費税率8%への引き上げ

時に、消費落ち込み対策

として拡充した措置

控除期間１３年間（延長した３年間で消費税増税分を控除）

控除期間１３年間（延長した３年間で消費税増税分を控除）

（令和２年９月末までに契約し、令和２年中に入居ができなかった場合。令和３年末までの入居が条件）

控除期間１３年間（延長した３年間で消費税増税分を控除）

（令和２年末までの入居が条件）

控除期間１０年間

（令和３年９月末までに契約し、令和４年末までの入居が条件）
● 入居

（令和４年２月）

〇 契約

（令和３年９月）

〇 契約

（令和２年９月）

● 入居

（令和３年９月）

〇 契約

（令和元年１０月）

● 入居

（令和元年１２月）

〇 契約

（令和元年９月）

● 入居

（令和元年１２月）

所得税で控除しきれなかった場合に、この図の矢

印で示された年度分の住民税から控除される。

所得税においては、入居年の所得税から控除が始

まる。
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（３）軽自動車税（種別割）グリーン化特例の見直し 

グリーン化特例（環境性能の優れた軽自動車の種別割の税率を軽減する特例）

について、以下のとおり見直しを行います。 

取得期間：令和３年４月１日～令和５年３月 31 日 

適用年度：取得の翌年度分のみ 

※上記に加え、現行・改正案とも一定の排ガス性能を備えていることが必要。 

※網掛け部分が改正のあったもの 

 

（４）その他規定の整備 

① 扶養親族申告書等について、電磁的方法による提供が可能になったことに伴

い規定を整備します。 

② 公的年金等受給者の扶養親族申告書について、年齢３０歳以上７０歳未満の

非居住者が扶養親族から除外されたことに伴い規定を整備します。 

③ 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を５年延長し

ます。【令和４年度まで⇒令和９年度まで】 

 

２ 施行期日 

（１） １（１）及び（４）②  令和６年１月１日 

（２） １（４）③  令和４年１月１日 

（３） その他  公布の日 

車種 
現行（令和３年度） 改正案（令和４・５年度） 

区分 軽減率 区分 軽減率 

自家用 

乗用車  

電気自動車、天然ガス自動車 75%軽減 電気自動車、天然ガス自動車 75%軽減 

令和 2 年度燃費基準＋30％達成 50%軽減   

令和 2 年度燃費基準＋10％達成 25%軽減   

営業用 

乗用車  

電気自動車、天然ガス自動車 75%軽減 電気自動車、天然ガス自動車 75%軽減 

令和 2 年度燃費基準＋30％達成 50%軽減 令和 12年度燃費基準 90％達成 50%軽減 

令和 2 年度燃費基準＋10％達成 25%軽減 令和 12年度燃費基準 70％達成 25%軽減 

貨物 

自動車 

電気自動車、天然ガス自動車 75%軽減 電気自動車、天然ガス自動車 75%軽減 

平成 27 年度燃費基準＋35％達成 50%軽減   

平成 27 年度燃費基準＋15％達成 25%軽減   
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改　正　内　容 改正条項 施行期日

1
区民税の非課税の
範囲

均等割及び所得割の非課税限度額の算定の
基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70
歳未満の非居住者を除外

第11条 令和6年1月1日

2
区民税に係る給与
所得者の扶養親族
申告書

所要の規定の整備 第23条の2 公布の日

3
区民税に係る公的
年金等受給者の扶
養親族申告書

所要の規定の整備 第23条の3
公布の日及び
令和6年1月1日

4 特別徴収税額 所要の規定の整備 第35条の8 公布の日

5 退職所得申告書 所要の規定の整備 第35条の9 公布の日

6

特定一般用医薬品
等購入費を支払つ
た場合の医療費控
除の特例

適用期間の５年延長
令和４年度まで　→　令和９年度まで

付則第3条 令和4年1月1日

7
軽自動車税の種別
割の税率の特例

内容を見直したうえで適用期間の２年延長
令和３年度まで　→　令和５年度まで

付則第6条 公布の日

8
軽自動車税の種別
割の賦課徴収の特
例

所要の規定の整備 付則第6条の2 公布の日

9

新型コロナウイル
ス感染症等に係る
住宅借入金等特別
税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症特例法の適用を
受けた者の住宅借入金特別控除を受けられ
る期間の１年延長

付則第18条 公布の日

港区特別区税条例の一部を改正する条例の概要

改　正　項　目

令和３年６月１４日 資料№２－２

区 民 文 教 常 任 委 員 会
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港
区
特
別
区
税
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
区
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
） 

（
区
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
五
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶

養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
、
第
十
五
条
第
一
号
及
び
付
則
第
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
そ

の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に

二
十
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を
課

さ
な
い
。 

２ 

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
五
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶

養
親
族
の
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金

額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

金
額
に
二
十
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
均
等

割
を
課
さ
な
い
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
区
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
） 

（
区
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
） 

第
二
十
三
条
の
二 

（
略
） 

第
二
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 
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４ 

給
与
所
得
者
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際

に
経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
八
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払

者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

つ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
四
項
及
び
第
三
十
五
条
の
九

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

給
与
所
得
者
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際

に
経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
所
得
税
法
第
百
九
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に

対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て

施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

（
区
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
） 

（
区
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
） 

第
二
十
三
条
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い

て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）

の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
扶
養
親
族（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）

を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）

で
区
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に

公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支

払
者
を
経
由
し
て
、
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
三
条
の
三 

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い

て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）

の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）

を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）

で
区
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に

公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支

払
者
を
経
由
し
て
、
区
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 
（
略
） 

2



２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経

由
す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
四
十
八
条
の
九
の
七
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
八
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年

金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ

り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経

由
す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
六
項
に
規
定

す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金

等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
特
別
徴
収
税
額
） 

（
特
別
徴
収
税
額
） 

第
三
十
五
条
の
八 

第
三
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に

係
る
所
得
割
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
税
額
と
す
る
。 

第
三
十
五
条
の
八 

第
三
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に

か
か
る
所
得
割
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
税
額
と
す
る
。 

一 

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
五
条

の
十
第
一
項
に
お
い
て
「
退
職
所
得
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払

う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
年
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
他
の

退
職
手
当
等
で
既
に
支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

て
「
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記
載
が
あ

る
場
合 

そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金
額
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
三
及

一 

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
（
以
下
本
条
、
次
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
に

お
い
て
「
退
職
所
得
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が

確
定
し
た
年
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
他
の
退
職
手
当
等
で

既
に
支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
お
よ
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
支
払
済

み
の
他
の
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合 

そ

の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金
額
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
三
お
よ
び
第
三
十

3



び
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
税
額 

五
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
税
額 

二 

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
退
職
所
得
申
告
書
に
、
支

払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
が
あ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合 

そ
の
支
払
済

み
の
他
の
退
職
手
当
等
の
金
額
と
そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金
額
と
の
合

計
額
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
三
及
び
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し

て
計
算
し
た
税
額
か
ら
、
そ
の
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
に
つ
き
第
三

十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
又
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
分
離
課
税

に
係
る
所
得
割
の
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額 

二 

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
退
職
所
得
申
告
書
に
、
支

払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
が
あ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合 

そ
の
支
払
済

み
の
他
の
退
職
手
当
等
の
金
額
と
そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金
額
と
の
合

計
額
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
三
お
よ
び
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
を
適
用

し
て
計
算
し
た
税
額
か
ら
、
そ
の
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
に
つ
き
第

三
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
ま
た
は
徴
収
さ
れ
る
べ
き
分
離

課
税
に
か
か
る
所
得
割
の
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額 

２ 

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
そ
の
支
払
を
受
け
る
時
ま
で
に
退
職
所

得
申
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
と
き
は
、
第
三
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
徴

収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
額
は
、
そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の
金

額
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
三
及
び
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し
て
計

算
し
た
税
額
と
す
る
。 

２ 

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
そ
の
支
払
を
受
け
る
時
ま
で
に
退
職
所

得
申
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
と
き
は
、
第
三
十
五
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
徴

収
す
べ
き
分
離
課
税
に
か
か
る
所
得
割
の
額
は
、
そ
の
支
払
う
退
職
手
当
等
の

金
額
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
三
お
よ
び
第
三
十
五
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し

て
計
算
し
た
税
額
と
す
る
。 

（
退
職
所
得
申
告
書
） 

（
退
職
所
得
申
告
書
） 

第
三
十
五
条
の
九 

（
略
） 

第
三
十
五
条
の
九 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
は
、
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出

の
際
に
経
由
す
べ
き
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
が
令
第
四
十
八
条
の
十
八

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
八
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に

は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
に

代
え
て
、
当
該
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
、
当
該
退
職
所
得
申
告

書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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４ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
退
職
所
得
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
所
得
申
告
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、
「
支
払
を
す
る
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る

の
は
「
支
払
を
す
る
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
時
」
と

あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
時
」
と
す
る
。 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

付 

則 

付 

則 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
つ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
） 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
つ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
） 

第
三
条 

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、

法
附
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条 

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、

法
附
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 
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（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
） 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
六
条 
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
車
両
番

号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以

後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
六
条 

法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す

る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
車
両
番

号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以

後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

四
千
六
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

八
千
二
百
円 

一
万
八
百
円 
一
万
二
千
九
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

四
千
五
百
円 

五
千
円 

六
千
円 

 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

四
千
六
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

八
千
二
百
円 

一
万
八
百
円 

一
万
二
千
九
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

四
千
五
百
円 

五
千
円 

六
千
円 

 

２ 

法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自

動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
三
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別

割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

２ 

法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自

動
車
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
三
年
度
分

の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。 

（イ） 

  
（ロ） 

  

（イ） 

  
（ロ） 
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第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

千
八
百
円 

一
万
八
百
円 

二
千
七
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

千
円 

五
千
円 

千
三
百
円 

 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

千
八
百
円 

一
万
八
百
円 

二
千
七
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

千
円 

五
千
円 

千
三
百
円 

 

３ 

法
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
法
第
四
百
四
十
六

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
三
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第

三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番

号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
三
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

３ 

法
附
則
第
三
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
法
第
四
百
四
十
六

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
三
輪
以
上
の
も
の
に

対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽

自
動
車
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令

和
三
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同

条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

二
千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

三
千
五
百
円 

一
万
八
百
円 

五
千
四
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

千
九
百
円 

五
千
円 

二
千
五
百
円 

 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

二
千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

三
千
五
百
円 

一
万
八
百
円 

五
千
四
百
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

千
九
百
円 

五
千
円 

二
千
五
百
円 

 

４ 

法
附
則
第
三
十
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動

車
の
う
ち
三
輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

４ 

法
附
則
第
三
十
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動

車
の
う
ち
三
輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

（イ） 

  
（ロ） 

  

（イ） 

  
（ロ） 

  

（イ） 

  
（ロ） 

  

（イ） 

  
（ロ） 
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に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
三
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は

令
和
三
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

三
千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

五
千
二
百
円 

一
万
八
百
円 

八
千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 
二
千
九
百
円 

五
千
円 
三
千
八
百
円 

 

第
二
号
イ
⑵ 

三
千
九
百
円 

三
千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

六
千
九
百
円 

五
千
二
百
円 

一
万
八
百
円 

八
千
円 

第
二
号
イ
⑶ 

三
千
八
百
円 

二
千
九
百
円 

五
千
円 

三
千
八
百
円 

 

５ 

法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
う
ち
、
自
家
用
の
乗
用
の
も
の
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四

年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
四
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
令
和
五
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
二
項
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 

６ 

法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自

 

（イ） 

  
（ロ） 

  

（イ） 

  
（ロ） 
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動
車
（
自
家
用
の
乗
用
の
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令

和
四
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
四
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を

受
け
た
場
合
に
は
令
和
五
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
二
項

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

７ 

法
附
則
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け

た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ

ン
軽
自
動
車
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
五
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 

８ 

法
附
則
第
三
十
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の

も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
四
年
四
月
一
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日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た

場
合
に
は
令
和
五
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
四
項
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

９ 

前
各
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
（
付
則
第
六
条

第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
付
則
第
六
条
第
一

項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
す
る
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
（
付
則
第
六
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
（
付
則
第
六
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
す
る
。 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

第
六
条
の
二 

区
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
が
前
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る

も
の
と
す
る
。 

第
六
条
の
二 

区
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
が
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る

も
の
と
す
る
。 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 
（
中
略
） 

 
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
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例
） 

例
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
特
例
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る

付
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和

十
五
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
十
七
年
度
」
と
、
「
令
和
三
年
」
と
あ
る
の

は
「
令
和
四
年
」
と
す
る
。 

 

 
 

 
 
 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

付
則
第
三
条
の
改
正
規
定 

令
和
四
年
一
月
一
日 

 

二 

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次

条
第
三
項
の
規
定 

令
和
六
年
一
月
一
日 

 

（
区
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
特
別
区
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」

と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
う
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ

る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
行
っ
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
港
区
特
別
区
税
条
例
（
以
下

「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
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に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
新
条
例

第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
新
条
例
第
二
十
三

条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
行
っ
た
旧
条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
に
よ
る
旧
条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記

載
す
べ
き
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

３ 

新
条
例
の
規
定
中
区
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分

の
区
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
区
民
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
三
条 

新
条
例
の
規
定
中
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
三

年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年

度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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